
申
込
手
続
き

　

あ
な
た
の
預
貯
金
口
座
の
あ
る

取
扱
金
融
機
関
の
窓
口
に
「
彦
根

市
市
税
等
（
預
金
）
口
座
振
替
依
頼

書
」 （
上
・
下
水
道
料
金
の
手
続
き
の
場

合
は
「
彦
根
市
上
下
水
道
料
金
口
座
振

替
依
頼
書
」）、
預
貯
金
通
帳
、
通
帳

使
用
印
鑑
を
お
持
ち
の
上
、
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
用
紙
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
業
務
担
当
課
、

出
納

室
（
彦
根
駅
西
口
仮
庁
舎
３
階
）、
市

内
の
各
金
融
機
関
の
窓
口
に
あ
り

ま
す
。

取
扱
金
融
機
関

　

次
の
金
融
機
関
の
、
本
・
各
支

店
（
市
外
の
店
舗
を
含
む
）
で
取
り

扱
い
ま
す
。

▼
滋
賀
銀
行

▼
り
そ
な
銀
行

▼
滋
賀
中
央
信
用
金
庫

▼
関
西
み
ら
い
銀
行

▼
近
畿
労
働
金
庫

▼
大
垣
共
立
銀
行

▼
京
都
銀
行

▼
滋
賀
県
信
用
組
合

▼
滋
賀
県
民
信
用
組
合

▼
東
び
わ
こ
農
業
協
同
組
合

▼
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
郵
便
局
）

振
替
で
き
る
税
目
な
ど

①
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

②
軽
自
動
車
税

③
市
県
民
税
（
普
通
徴
収
※
）

④
国
民
健
康
保
険
料
（
普
通
徴
収
）

⑤
介
護
保
険
料
（
普
通
徴
収
）

⑥
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
普

通
徴
収
）

⑦
市
営
住
宅
家
賃

⑧
市
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料

⑨
上
・
下
水
道
料
金

⑩
し
尿
処
理
手
数
料

⑪
下
水
道
受
益
者
負
担
金
・
分
担
金

⑫
農
村
下
水
道
使
用
料

⑬
保
育
所
等
保
育
料

⑭
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
負
担
金

※
普
通
徴
収
…
自
ら
が
彦
根
市
か

ら
送
付
さ
れ
た
納
付
書
な
ど

で
納
め
る
こ
と

納
期
と
振
替
日

　

科
目
ご
と
の
納
期
は
、
下
の
一

覧
表
の
と
お
り
で
す
。
原
則
と
し

て
、
各
納
期
月
の
最
終
日
に
振
り

替
え
ま
す
。

領
収
の
確
認

　

原
則
と
し
て
、
領
収
通
知
書
の

発
行
は
省
略
し
て
い
ま
す
。
領
収

は
、
預
貯
金
通
帳
の
記
帳
な
ど
に

よ
り
、
振
替
済
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

軽
自
動
車
税
の
口
座
振
替
を
利

用
し
て
い
る
人
で
、
車
検
が
必
要

な
車
種
の
所
有
者
に
は
、
６
月
中

頃
に
納
税
証
明
書
を
送
り
ま
す
。

　

領
収
通
知
書
の
送
付
を
希
望
す

る
人
は
、
事
前
に
各
担
当
課
に
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

①
②
③

税
務

課
☎
30-

６
１
０
８
番
、
④
⑤

⑥

保
険
料
課
☎
30-

６
１
４

５
番
、
⑦
⑧

建
築
住
宅
課
☎

30-
６
１
２
３
番
、
⑨
彦
根
市

上
下
水
道
料
金
お
客
様
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
☎
27-

２
８
０
２

番
、
⑩

生
活
環
境
課
☎
30-

６
１
１
６
番
、
⑪

上
下
水
道

業
務
課
下
水
道
業
務
係
☎
22-

５
４
５
８
番
、
⑫

農
林
水
産

課
☎
30-

６
１
１
８
番
、
⑬

幼
児
課
☎
23-

９
５
９
７
番
、

⑭

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

☎
24-

７
９
７
４
番

　「
平
日
の
昼
間
に
は
、
金
融
機
関
に
支
払
い

に
行
く
時
間
が
な
い
」「
つ
い
つ
い
納
付
期
限

を
忘
れ
て
し
ま
う
」
な
ど
の
場
合
に
、
便
利

な
口
座
振
替
制
度
の
利
用
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
口
座
振
替
な
ら
、
納
期
ご
と
に
窓
口
へ
行

く
必
要
も
、
納
め
忘
れ
の
心
配
も
な
く
安
心

で
す
。
一
度
申
込
手
続
き
を
す
る
と
、
翌
年

以
降
も
継
続
し
て
自
動
振
替
さ
れ
ま
す
。

納付者

金融機関 市役所
預貯金から支払い

取扱手数料

申し込み 希望者のみ
領収通知書を発送

通帳に記帳

＜　コスト削減にご協力を　＞

口
座
振
替
制
度

口
座
振
替
制
度

口
座
振
替
制
度
が
お
勧
め
で
す

市
税
な
ど
の
納
付
に
は
、便
利
で
安
心
な

　口座振替なら、彦根市が金融機関に支払う取扱手
数料は金融機関での窓口払い取扱手数料よりも安く、
彦根市から皆さんへの納付書の発送も不要になります
（皆さんの手数料負担はありません）。

市税等納期一覧

全期

4月科　目 納 付 月 5月

１期

１期 ２期 ３期 ４期

１期 ３期２期 ５期４期 ８期 ９期 10期７期

１期（１年目）
（２年目）
（３年目）

２期 ４期３期
５期 ６期 ８期７期
９期 10期 12期11期

６期

１期 ３期２期 ５期

毎月納期（納付書は４月に発送）

毎 月 納 期

隔月納期（納付書は隔月発送）

偶数月納期（納付書は偶数月発送）

４期 ８期 ９期 10期７期６期

１期 ３期２期 ５期４期 ８期 ９期７期６期

２期 ３期 ４期

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

固定資産税・都市計画税　　　

軽 自 動 車 税 　

市 県 民 税

国 民 健 康 保 険 料

介 護 保 険 料

後期高齢者医療保険料

市 営 住 宅 家 賃

市営住宅駐車場使用料

上 ・ 下 水 道 料 金

し 尿 処 理 手 数 料

下 水 道
受 益 者 負 担 金・分 担 金

農 村 下 水 道 使 用 料

保 育 所 等 保 育 料

放 課 後 児 童 ク ラ ブ
負 担 金

（＊1）共有の持ち分を変更したり、所有者が変わったりした場合などは、新たに口座の申込が必要です。
（＊2）令和2年度から、「②軽自動車税（種別割）」となります。
①は5月に、③は6月に、1～4期と全期分の納付書5枚を一括で送付しています。

（＊1）

（＊2）
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国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
に
は
口
座
振
替
を

国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
ら
れ
る
納
付
案
内

書
な
ど
に
よ
り
、
毎
月
の
保
険
料

を
翌
月
の
末
日
ま
で
に
納
め
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
、

将
来
受
け
取
る「
老
齢
基
礎
年
金
」

の
額
が
少
な
く
な
っ
た
り
、
場
合

に
よ
っ
て
は
年
金
が
受
け
ら
れ
な

く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
万
一
の
と
き
に
「
障

害
基
礎
年
金
」
や
「
遺
族
基
礎
年

金
」
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

便
利
で
安
心
な
口
座
振
替

口
座
振
替
に
す
る
と
、毎
月
、納

め
に
行
く
時
間
と
手
間
が
か
か
ら

ず
便
利
で
安
心
で
す
。
ま
た
、
次

の
割
引
の
あ
る
お
得
な
振
替
方
法

も
あ
り
ま
す
。

▼
当
月
末
に
口
座
振
替
す
る
こ

と
に
よ
り
、
月
々
50
円
割
り
引

き
さ
れ
る
「
早
割
制
度
」

▼
現
金
納
付
よ
り
も
割
引
額
が
多

い
「
２
年
前
納
」「
１
年
前
納
」

「
半
年
前
納
」

申
込
方
法　

口
座
振
替
申
出
書

に
必
要
事
項
を
記
入
・
押
印

（
金
融
機
関
の
届
出
印
）
し
て
近

く
の
年
金
事
務
所
に
お
持
ち

に
な
る
か
、
郵
送
し
て
く
だ
さ

い
。
口
座
の
あ
る
金
融
機
関
窓

口
で
も
申
し
込
む
こ
と
が
で

き
ま
す
。

※
前
納
を
希
望
す
る
場
合
、
２
月

末
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

ね
ん
き
ん
加

入
者
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０-

０
０
３-

０
０
４
番
、※
０
５
０

で
始
ま
る
電
話
で
お
か
け
の

場
合
は
☎
０
３-

６
６
３
０-

２

５
２
５
番
、
彦
根
年
金
事
務
所

国
民
年
金
課
☎
23-

１
１
１
４

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９
０
３
３
番

将
来
の
年
金
額
を
増
や
せ
ま
す

付
加
年
金
保
険
料
の
納
付

　

国
民
年
金
に
は
、
定
額
保
険
料

（
月
額
１
６
、
４
１
０
円
）
に
月
額
４

０
０
円
の
付
加
保
険
料
を
上
乗
せ

し
て
納
付
す
る
こ
と
で
、将
来
、よ

り
多
く
の
年
金
額
を
受
給
す
る
こ

と
が
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
付
加
保
険
料
を
１
年

間
納
め
た
場
合
、将
来
年
額
２
、４

０
０
円
（
２
０
０
円
×
12
か
月
）
を

付
加
年
金
と
し
て
受
給
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

注
意
事
項

▼
農
業
者
年
金
加
入
者
は
、
希
望

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
付
加

保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

▼
国
民
年
金
基
金
の
加
入
者
は
、

付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

※
こ
れ
ら
の
条
件
は
、
制
度
改
正

に
よ
り
変
更
と
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
希
望
す
る
場
合
、
彦

根
年
金
事
務
所
・

保
険
年
金

課
、
支
所
、
各
出
張
所
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
年
金
事
務

所
国
民
年
金
課
☎
23-

１
１
１

４
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９
０
３
３

番
、

保
険
年
金
課
☎
30-

６

１
３
６
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３

９
８
番

全
国
家
計
構
造
調
査

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　

調
査
結
果
は
、
国
や
地
域
社
会

に
密
着
し
た
消
費
者
行
政
、
福
祉

行
政
な
ど
に
役
立
つ
基
礎
資
料
と

し
て
活
用
さ
れ
ま
す
。

　

今
後
も
政
府
統
計
へ
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

企
画
課
☎

30-

６
１
０
１
番
、Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

平
成

　30
年
度

経
営
改
革
の
取
り
組
み

　

市
は
、「
持
続
可
能
な
財
政
基
盤

の
確
立
に
向
け
た
今
後
の
取
組
方

針
」
に
基
づ
き
、

▼
財
政
運
営
の
健
全
化

▼
歳
入
確
保
策
の
積
極
的
な
展
開

▼
効
率
的
・
効
果
的
な
行
政
体
制

の
整
備

を
三
本
柱
に
「
持
続
可
能
な
財
政

基
盤
の
確
立
」
を
最
重
要
課
題
と

し
て
取
り
組
み
ま
し
た
。
こ
の
取

り
組
み
の
主
な
も
の
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

適
切
な
人
員
配
置
に
よ
る
超
過
勤

務
の
削
減

　

定
時
退
庁
日
の
徹
底
や
業
務
配

分
・
人
員
配
置
の
見
直
し
、事
務
の

簡
素
化
な
ど
の
業
務
改
善
に
努
め

る
と
と
も
に
、
平
成
29
年
度
か
ら

取
り
組
ん
で
い
る
働
き
方
・
業
務

改
革
の「
ハ
ッ
ピ
ー
フ
ラ
イ
デ
ー
」

「
定
時
退
庁
の
呼
び
か
け
」な
ど
を

導
入
す
る
こ
と
で
平
成
30
年
度
の

職
員
一
人
当
た
り
の
時
間
外
勤
務

時
間
数
を
、
前
年
度
比
87
・
３
％

（
市
立
病
院
を
除
く
時
間
数
）
と
大
幅

に
縮
減
し
ま
し
た
。

自
主
財
源
の
発
掘

　

ふ
る
さ
と
彦
根
応
援
寄
附
を
よ

り
多
く
受
け
入
れ
る
た
め
、
返
礼

品
関
連
業
務
を
事
業
者
へ
委
託
し
、

返
礼
品
の
拡
充
を
行
い
ま
し
た
。

民
間
活
力
の
活
用

　

教
育
委
員
会
事
務
局
に
お
け

る
臨
時
職
員
な
ど
に
か
か
る
社
会

保
険
関
係
業
務
は
、
専
門
的
な
知

識
が
必
要
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

効
率
的
な
処
理
に
努
め
る
た
め
、

社
会
保
険
労
務
士
に
委
託
し
ま
し

た
。

問
い
合
わ
せ
先　

企
画
課
☎

30-

６
１
０
１
番
、Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番
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